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○松本市外国人心身障害者特別給付金支給要綱 

平成７年４月１日 

告示第１５０号 

改正 平成２４年７月９日告示第３９９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、年金制度の有する被保険者の資格等の理由により障害基礎年金等を受

けることができない外国人心身障害者に対し、外国人心身障害者特別給付金（以下「特別

給付金」という。）を支給することにより、外国人心身障害者の福祉の増進を図ることを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「外国人心身障害者」とは、日本の国籍を有しない者で、次の各

号のいずれにも該当するものをいう。 

（１） 昭和５７年１月１日（以下「基準日」という。）前に満２０歳に達していたこと。 

（２） 基準日前に心身障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害

者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級若しくは２級のも

の又は療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）により療育手帳の

交付を受けた者で、その障害の程度がAのものをいう。）になったこと又は基準日以後

に心身障害者となり、その障害の発生原因となった傷病について初めて医師の診療を受

けた日が基準日前であったこと。 

２ この要綱において、「障害基礎年金等」とは、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）

に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。

以下「昭和６０年改正法」という。）第１条の規定による改正前の国民年金法に規定する

障害年金、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に規定する障害厚生年金、昭和

６０年改正法第２条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律

に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正

する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第２８条に規定

する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。 

（支給の要件） 

第３条 特別給付金は、市内に居住する外国人心身障害者で、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当するもの（以下「受給資格者」という。）に予算の範囲内で支給する。 
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（１） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に１

年以上記録されていること。 

（２） 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）の規定による永住者の

在留資格を有していること又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）の規定による特別永住者の在

留資格を有していること。 

（３） 障害基礎年金等を受けていないこと。 

（受給資格の認定） 

第４条 受給資格者は、特別給付金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、

市長の認定を受けなければならない。 

（特別給付金の額） 

第５条 特別給付金の額は、１人につき月額２０，０００円とする。 

（支給期間及び方法） 

第６条 特別給付金の支給は、受給資格者が第４条の規定による受給資格の認定を受けた日

の属する月の翌月から始め、第１１条第１項の規定による特別給付金の受給資格を喪失し

た日又は死亡した日の属する月で終わる。 

２ 特別給付金は、次の区分により支給する。 

区分 期間 支払月 

第１期 ４月分から７月分まで ７月 

第２期 ８月分から１１月分まで １１月 

第３期 １２月分から翌年３月分まで ３月 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、支給すべき理由が消滅したときは、支払月を繰り上

げて支給することができる。 

（認定の申請等） 

第７条 特別給付金の受給資格の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

松本市外国人心身障害者特別給付金受給資格認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 住民票の写し 

（２） 身体障害者手帳又は療育手帳の写し 

（３） 申請者に所得があるときは、当該所得を証明できる源泉徴収票、市町村民税課税

額証明書等の書類 
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（４） 障害基礎年金等以外の公的年金を受給しているときは、現在の受給額が分かる書

類 

（５） その他市長が必要と認めたもの 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに受給資格の有無について審査し、松本市

外国人心身障害者特別給付金受給資格認定（不認定）通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（支給の停止） 

第８条 特別給付金は、受給資格の認定を受けた者（以下「受給者」という。）が次に掲げ

る事由のいずれかに該当するときは、当該該当した日の属する月の翌月から当該事由が消

滅した日の属する月までは、その支給を停止する。ただし、第２号に該当する場合におい

て、当該公的年金の月割り額が第５条に規定する特別給付金の月額に満たないときは、そ

の差額を支給する。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく生活保護を受給することとな

ったとき。 

（２） 障害基礎年金等以外の公的年金を受給することとなったとき。 

（３） 社会福祉施設への入所に係る措置（通所に係るものを除く。）が採られることと

なったとき。 

２ 受給者の前年（申請が行われた日が１月１日から３月末までの間にある時は、前々年）

の所得が、その者の所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び

扶養親族（以下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じ、別表に定める額を超えた

ときは、４月から翌年の３月までは、その支給を停止する。 

第９条 市長は、前条に定めるもののほか、受給者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は特別給付金の支給が著しく公益に反すると認められるときは、特別給付金を支給しな

いことができる。 

（１） 正当な理由がなく、第１３条の規定による報告又は必要な書類の提出を怠ったと

き。 

（２） 偽りその他の不正な手段により、特別給付金を受給したとき。 

（支給停止の通知） 

第１０条 市長は、前２条の規定により特別給付金の支給を停止するときは、松本市外国人

心身障害者特別給付金支給停止通知書（様式第３号）によりその旨を受給者に通知するも

のとする。 
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（受給資格の喪失等） 

第１１条 受給者が、第３条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、当該至った日に受給

資格を喪失する。 

２ 市長は、受給者が前項の規定により受給資格を喪失し、又は受給者が死亡し、これを確

認したときは、松本市外国人心身障害者特別給付金受給資格喪失等通知書（様式第４号）

によりその旨を受給者（受給者が死亡した場合にあっては、第１４条第２項の規定により

死亡した旨を届け出た者）に通知するものとする。 

（受給者が死亡した場合の支給） 

第１２条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金で、未

支給のもの（以下「未支給特別給付金」という。）があるときは、次に掲げる遺族であっ

て、その者の死亡当時その者と生計を一にしていたものに未支給特別給付金を支給するも

のとする。 

（１） 配偶者 

（２） 子 

（３） 父母 

（４） 孫 

（５） 祖父母 

（６） 兄弟姉妹 

２ 未支給特別給付金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。 

３ 第１項の規定により未支給特別給付金を受給しようとする者は、松本市外国人心身障害

者特別給付金未支給特別給付金請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の場合において、未支給特別給付金を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるとき

は、これらの者は、代表者を選任し、松本市外国人心身障害者特別給付金未支給特別給付

金請求代表者選任届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得

ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りではない。 

（現況の報告） 

第１３条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況につい

て、松本市外国人心身障害者特別給付金受給資格現況報告書（様式第７号）に次に掲げる

書類を添えて、毎年６月１日から同月３０日までの間に、市長に提出しなければならない。 

（１） 第７条第１項第１号、第３号及び第４号に規定する書類 

（２） その他市長が必要と認めるもの 
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（変更の届出） 

第１４条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、松本市外国人心身障害者特別

給付金受給資格変更届出書（様式第８号）を当該各号のいずれかに該当することとなった

日から１４日以内に市長に届け出なければならない。 

（１） 氏名又は住所を変更したとき。 

（２） 第３条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

（３） 第８条第１項各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。 

２ 受給者が死亡したときは、その者の親族又は同居者が、その死亡日から１４日以内に前

項の規定による変更届出書を市長に提出しなければならない。 

（併給の禁止） 

第１５条 特別給付金は、松本市外国人高齢者特別給付金交付要綱（平成７年告示第１４９

号）に基づく外国人高齢者特別給付金とは併給しないものとする。 

（譲渡等の禁止） 

第１６条 受給者は、特別給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（特別給付金の返還） 

第１７条 市長は、偽りその他の不正な手段により特別給付金の支給を受けた者があるとき

は、その者に対して、既に支給した特別給付金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（備付書類） 

第１８条 市長は、松本市外国人心身障害者特別給付金受給資格認定（不認定）台帳（様式

第９号）を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日において、第３条の受給資格者が、平成８年３月３１日までに第７

条第１項の規定による認定申請を行い、受給者となったときは、その者に対する特別給付

金の支給は、第６条第１項の規定にかかわらず、平成７年４月から始める。この場合にお

いて、当該受給者に対する平成７年４月から認定をした日の属する月までの特別給付金の
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支給は、第６条第２項の規定にかかわらず、認定後速やかに行うものとする。 

（効力） 

３ この告示は、国民年金法の改正等により国において同様の措置が講じられた場合には、

この告示のあり方について見直しを行うものとする。 

附 則（平成２４年７月９日告示第３９９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

（松本市外国人高齢者特別給付金支給要綱及び松本市外国人心身障害者特別給付金支給

要綱の一部改正に伴う経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に本市の外国人登録原票に登録

されていた者で、施行日に引き続き本市の住民基本台帳に登録されているものに対する第

３条の規定による改正後の第３条第１号及び第４条の規定による改正後の第３条第１号

の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されて

いた期間を本市の住民基本台帳に登録されている期間に通算する。 

別表（第８条関係） 

外国人心身障害者特別給付金所得制限限度額表 

（単位 円） 

控除対象配偶者等の

数 

受給者の総所得額 

なし ３，１００，０００ 

１人 ３，４５０，０００ 

２人 ３，８００，０００ 

３人 ４，１５０，０００ 

４人 ４，５００，０００ 

５人 ４，８５０，０００ 

６人以上 ４，８５０，０００円に５人を超える数１人につき３５０，０００円

を加算した額 

所得税法に規定する老人控除配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額

は、上記の額に当該老人控除配偶者又は老人扶養親族１人につき６０，０００円を加算し

た額とする。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

様式第５号（第１２条関係） 

様式第６号（第１２条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１４条関係） 

様式第９号（第１８条関係） 

 


